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 平成２６年１２月３日付け石巻市監査委員告示第９号で公表した教育委員会の定期監査

結果報告及び意見について、石巻市教育委員会教育長から地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１９９条第１２項の規定による措置を講じた旨の通知があったので、同項の規
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石教総第２４５号 

平成２７年１月５日 

 

 

 石巻市監査委員 殿 

                        

     石巻市教育委員会教育長 境  直 彦 

 

監査結果に係る措置について（通知） 

 平成２６年１２月３日付け石監第１４号で指摘及び意見があったこのことについて、地

方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、次のとおり措置を講じたので通知します。 

   

１ 法令に違反した事項、著しく妥当性を欠く事項又は著しく不経済、非効率な事項 

監査結果（指摘事項） 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

学校教育課 

【支出事務】 

１ 補助金交付事務について 

小中学校児童生徒体育及び文化活動

補助金は、教育活動の一環として行われ

る各種大会等に参加する際の交通費等

の一部を補助するものであるが、「石巻

地区大会」の区分において、震災後、市

外での開催となったことなどへ柔軟に

対応するため、補助対象者を市内中学校

の全校、補助率を交通費の７５％として

事務処理していた。 

しかし、交付要綱では、補助対象者を

「半島部にある市立小中学校」とし、補

助率は「交通費の５０％」と規定され、

現在の交付要綱に何の規定もないまま、

現実の運用がなされており、極めて不適

切な事務処理となっている。 

実際の運用に合わせ、交付要綱の見直

しを行うか、または特例要綱を新たに制

定すべきである。 

なお、改正や新規制定する場合、交付

要綱の適用日についても留意すること。 

学校教育課 

【支出事務】 

１ 補助金交付事務について 

石巻市立小中学校児童生徒体育及び

文化活動補助金交付要綱に基づく補助

については、指摘のとおり不適切な取り

扱いとなっておりましたことから、市内

中学校における中学校総合体育大会参

加に係る補助の内容とあわせたかたち

で、要綱の整備を行います。 

内容について早急に精査し、年度内に

改正し平成２７年度から適用したいと

考えております。 

 



監査結果（指摘事項） 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

石巻中央公民館 

【支出事務】 

１ 不適正な支出について 

平成２５年６月１日に契約を締結し

た中央公民館ほか３施設管理業務委託

契約に係る委託料について、税込単価で

契約しているにもかかわらず、税抜単価

に割り戻し、それに施設管理時間と消費

税等相当額を乗じ毎月の支払額を算出

していたため、委託料を過大に支払して

いた。 

これは、請求書の内容が適正であるか

どうかの確認を怠ったことが原因であ

るが、請求書を受理した際は、必ず請求

内容を確認し、適正な支出を行われた

い。 

 

（内容） 

誤 @1,048/h×施設管理時間×1.08 

正 @1,131/h×施設管理時間 

過大支払額 4,097 円 

（平成 25年度過大支払額：3,243 円） 

 

【財産管理事務】 

２ 行政財産目的外使用料算定誤りにつ

いて 

行政財産目的外使用許可事務におい

て、使用料の算定を誤り、次のとおり過

少に徴収していた。 

行政財産の用途又は目的外使用に係

る使用料に関する条例及び貸付料算定

基準に基づき適正に算定されたい。 

 

（内容） 

石巻市教育委員会（石中公）指令第１号 

誤徴収額    782円 

石巻中央公民館 

【支出事務】 

１ 不適正な支出について 

中央公民館ほか３施設管理業務委託

契約に係る委託料について、税込単価で

の委託契約にもかかわらず、請求内容の

確認を怠ったため委託料を過大に支払

ってしまったものです。今回指摘のあり

ました過大支払額につきましては、契約

業者に経緯を説明の上、返納手続きを進

めてまいります。 

今後は、このようなことのないよう、

請求内容の確認を徹底し事務処理のチ

ェック機能が適正に働くよう体制の確

保を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【財産管理事務】 

２ 行政財産目的外使用料算定誤りにつ

いて 

平成２６年４月１日付け石巻市教育

委員会（石中公）指令第１号については、

公有財産貸付料等算定基準の算定に係

る再建築価格を算定するための建築費

指数表の適用を適正に行わなかったこ

とにより生じた算定誤りです。今回指摘

のありました過少分の使用料につきま

しては、現在、使用者に対し納入手続き

を行っております。 

今後は再発防止に向けて貸付算定基



監査結果（指摘事項） 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

正徴収額   1,472円 

過少徴収額   690円 

 

準等の関係規則の確認を徹底し、事務処

理のチェック機能が適正に働くよう体

制の確保を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 監査結果報告に添える意見 

意 見 の 内 容 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

１ 市立小中学校児童生徒遠距離通学費

補助金交付事務について（教育総務課） 

本市では、市立小中学校の統廃合等に

より遠距離通学となった児童生徒の通

学を確保するため、本市によるスクール

バス等の運行のほか、公共交通機関の利

用や保護者による借上バスの運行等に

対し交通費補助を行っている。このう

ち、交通費補助については、石巻市立小

中学校遠距離通学費補助金交付要綱（以

下「市要綱」という。）及び河北総合支

所の所管区域に存する市立小学校児童

遠距離通学費補助金交付要綱（以下「河

北地区要綱」という。）により実施され、

市要綱は合併前の旧石巻市と合併後に

新たに対象地区に加わった地区（桃生町

樫崎字山田地区）を対象とし、河北地区

要綱は合併前の旧河北町のうち同要綱

で定める地区を対象としている。これ

は、両要綱が、合併前の旧石巻市と旧河

北町において実施されていたものがそ

のまま新市に引き継がれ、現在に至って

もそのまま別々のルールで運用されて

いることによるものと考えられる。 

市要綱、河北地区要綱とも、遠距離通

学となる児童生徒の通学を確保すると

いう目的は同一であるが、補助金の交付

決定から補助金の額の確定に至るまで

の事務的な手続において次のとおり異

なった方法で行われている。また、それ

ぞれの要綱による補助金を重複して申

請することも可能となる条項となって

おり要綱に不備が見受けられる。 

合併後、間もなく１０年を迎えようと

しているところであるが、補助金の交付

１ 市立小中学校児童生徒遠距離通学費

補助金交付事務について（教育総務課） 

河北総合支所の所管区域に存する市

立小学校児童遠距離通学費補助金交付

要綱（以下「河北地区要綱」という。）

による補助金の交付決定から額の確定

までの手続きについて、石巻市補助金等

の交付に関する規則に基づき見直すと

ともに、河北地区要綱の交付対象条件等

を石巻市立小中学校遠距離通学費補助

金交付要綱に統合します。 



意 見 の 内 容 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

対象等条件面について未だに異なって

いる現状は将来に向け統一する方向で

検討されるとともに、実務面では補助金

等の交付に関する規則に基づき適正な

事務処理が図られるよう要綱の見直し

について強く求めるものである。 

 

(1) 補助金交付決定から額の確定までの

手続について 

市要綱による補助金の交付は事業実

績を確認し額の確定が行われている

が、河北地区要綱による方法では実績

の確認がなされていない。このため、

概算で交付決定した補助金の精算が行

われないことになり考えられない事務

処理である。 

(2) 市要綱と河北地区要綱の重複適用に

ついて 

市要綱、河北地区要綱とも対象地区

を定める規定はあるものの、それぞれ

の要綱による補助金を重複して申請で

きるかのような要綱になっている。 

本来であれば、要綱の統一が望まし

いところではあるが、学校統廃合の経

過等により統一できない事情があるの

であれば、それぞれの要綱の附則等に

おいて重複適用ができないことを明確

に規定すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 



意 見 の 内 容 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

２ 学校徴収金等の取扱いに係る学校へ

の指導について（学校教育課） 

市立小中学校においては、給食費、教

材費、修学旅行積立金等の学校徴収金や

ＰＴＡ会費等の団体費（以下「学校徴収

金等」という。）についても事務の取扱

いをしているところであるが、その性格

上から、公金に比べ内部統制が機能して

いないと思われ、過去においても不適切

な事務処理がなされたこともあった。こ

のようなことを防ぐ意味から、教育委員

会では、平成１８年５月に石巻市立小中

学校学校徴収金事務取扱規程（以下「規

程」という。）を制定するとともに、常

日頃から校長会等において学校徴収金

等の適正かつ効率的な運用について指

導し、事故の防止に取り組んできたとこ

ろである。 

事故防止のため、このような様々な啓

発活動がなされてきたにもかかわらず、

飯野川中学校の学校事務職員が平成 

２５年度から２６年度にかけて８００

万円を超える学校徴収金等を着服する

という事件が発生してしまったことは

極めて遺憾である。 

今回のような事件は、事件を起こした

者に係る個人的な問題だけではなく、組

織内の管理体制に問題がある場合に発

生するものであるが、飯野川中学校にお

いては、次のとおり規程とは大きくかけ

離れた事務処理がなされており、起こる

べくして起こった事件であった。教育長

にあてた学校長からの報告書を読んで

みても、校長や教頭の職にある学校幹部

の管理体制が全く機能していなかった

ことが読み取れる。 

２ 学校徴収金等の取扱いに係る学校へ

の指導について（学校教育課） 

今回の事件については、指摘のとお

り、平成１８年に石巻市立小中学校学校

徴収金事務取扱規程が制定されていた

にもかかわらず、学校現場で大きくかけ

離れた事務処理が行われていたことが

露呈され、管理監督する立場である教育

委員会としても指導力不足を痛感して

おります。 

規程の改正点として、２項目について

指導がありましたので、早速改正に向け

て検討をしてまいります。 

なお、２番目の「報告義務の迅速化」

については、現在、事故の疑いが生じた

際に直ちに校長が学校教育課長へ電話

で第一報を入れることになっておりま

す。その後校内で調査を行い、詳らかに

なった状況について随時文書での報告

を提出する運用としておりますので、運

用内容を活かした改正になると思われ

ます。 

また、今回の事件を受け、全小中学校

へ平成２５年度、２６年度の会計事務に

ついて、再チェックを指示しておりま

す。この結果を踏まえ、適正な事務処理

を行うため更なる見直しを加えた規程

改正を、平成２７年度中を目途に図って

いきたいと考えております。 

ただ、指摘のとおり、規程が整備され

ても遵守されなければ意味がありませ

ん。学校に対する管理監督をこれまで以

上に細やかに行い、事故の再発防止と信

頼回復に向けて全力で取り組んでまい

ります。 



意 見 の 内 容 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

 

規程に照らし合わせながら、具体的に

見てみると 

１ 規程に定める校長の職務等 

(1) 学校徴収金の責任者は校長で

あること。（第４条第 1 項） 

(2) 学校徴収金の事務を学校内で

分担し、出納、物品の購入等の

一連の事務が同一の職員によっ

て行われないようにすること。

（第４条第２項） 

(3) 学校徴収金の収入及び支出を

決定すること。（第７条第３号） 

(4) 学校徴収金の収支状況及び金

銭出納簿等を照合し、内容を確

認すること。（第７条第６号） 

(5) 現金、預金通帳等は、必ず学

校内の施錠可能な金庫等に保管

すること。（第１０条第４号） 

(6) 会計年度終了後速やかに会計

区分ごとに決算書を作成し、そ

の結果を保護者に報告し（第 

１３条）、監査を受けること。

（第１５条第１項） 

(7) 定期的（８月、１月、３月）

に会計検査を実施すること。 

（第１４条第１項、３項） 

２ 規程に定める教頭の職務等 

(1) 教頭は学校徴収金事務を統括

すること。（第４条第３項） 

(2) 学校徴収金の収支状況につい

て、預金通帳と出納簿とを毎月

照合し、内容を確認すること。

（第８条第３号） 

(3) 学校徴収金の事務処理に当た

り、関係教職員に必要な指示を



意 見 の 内 容 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

行い、かつ関係教職員の監督を

行うこと。（第８条第４号） 

となっているにもかかわらず、 

３ 飯野川中学校における実際の事

務処理は次のようであったと思わ

れる。 

(1) 金庫の鍵を未施錠の机の引き

出しに保管 

(2) 預金通帳と出納簿の毎月の照

合がなされたとは思えない。 

(3) 規程では校長が会計検査を実

施しなければならないのに、定

期的に検査していたとは思えな

い。 

(4) 会計年度終了後の監査もおざ

なりになされていたと思われ

る。 

(5) 校長や教頭が常日頃から学校

徴収金等に係る事務を事務職員

に任せきりにしてしまい、例え

ば事務職員から「学校徴収金等

についての報告等が長期間なさ

れない状態」でも、特段気にも

留めなかったと思われる。 

 

また、よく見てみると規程にも不備が

あり、改正する必要性があると思われ

る。 

 

具体的には 

１ 収入伺書、支出伺書において、決

裁権者が決裁した後でなければ、入

金や支払をしてはならないことを

本文に規定すべきである。 

つまり、複数の職員によるチェッ

ク体制を義務化するべきである。 



意 見 の 内 容 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

２ 事故発生時の校長から教育委員

会への報告義務の迅速化を図るべ

きである。校長による特別検査を実

施する前に「事故の疑いあり」の段

階で報告させるべきである。 

 

以上のように、規程に多少問題はある

ものの、規程に基づく事務や会計処理を

きちんと行っていれば、本来不正行為な

ど起こすことができないシステムにな

っているにもかかわらず、飯野川中学校

のような事件が発生してしまったこと

からすると、教育委員会としての指導力

が不足していたという責任も問われる

のである。 

ついては、規程の改正を行ったうえ

で、教育委員会として、規程による管理

がなされているかについて、定期的に学

校の事務処理を確認するなど学校徴収

金等に対する教育委員会としてのかか

わり方について見直しを行うとともに、

これまで以上に学校に対する管理監督

を強化し、事故の再発防止と信頼回復に

向けた取組が求められていることを認

識する必要性がある。 

 

最後に、以上については、石巻市監査

委員３人の一致した意見であることを

申し添える。 

 

 

 

 

 

 



意 見 の 内 容 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

３ 会計管理者の各種団体監事等への就

任について（生涯学習課） 

本市では、市長ほかその他の職員が、

本市が出えん又は出資している公益法

人等の団体からの依頼を受け、その役員

に就任することがあるが、役員のうち監

事又は監査役（以下「監事等」という。）

については、以前は主に収入役が就任し

ていたところである。これは、収入役が、

会計事務をつかさどっているという職

務と議会の同意を得て選任された特別

職であることが考慮され、最も適任であ

ると判断されたことによるものと考え

らえる。 

その後、平成１８年の地方自治法の改

正により、トップマネジメント体制の見

直しが図られ、助役、収入役制度は廃止

され、会計事務は市長が職員のうちから

会計管理者として命じた者がつかさど

ることに改められたところである。この

ため、地方自治法の改正後は、特別職で

ある収入役に代わり、一般職である会計

管理者が各種団体の監事等に引き続き

就任している現状が見受けられる。 

会計管理者は、地方公共団体の内部に

おいては、以前の収入役と同様に自らの

判断と責任により会計事務を行う法律

上の権限を有しており、その限度で会計

管理者に対する市長の指揮監督権は制

約を受けるものであるが、団体内部にお

いては、監事等としての会計管理者と理

事としての市長等とは一般職と特別職

との関係となり、監事等としての役割と

責任を果たすことが可能であるかは甚

だ疑問である。 

また、以前の公益法人の監事は、無報

３ 会計管理者の各種団体監事等への就

任について（生涯学習課） 

本意見の趣旨を踏まえ、会計管理者の

監事等への就任について、全庁的な検討

を行うとともに、公益財団法人石巻市芸

術文化振興財団とも協議し、本意見の指

摘の趣旨を真摯に受けとめ、監事等へ一

般職員は、就任しない方向で検討してま

いります。 

 



意 見 の 内 容 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

酬でボランティアとして活動している

ことなどのため厳格な責任を負わせる

ことに否定的であったこともあり、個人

責任について特別の規定がなかったと

ころであるが、近年の公益法人制度の見

直しにより、監事を含めた役員の法的責

任が明確に法律に規定され、役員がその

任務を怠ったことにより生じる損害賠

償責任を個人として負うことになるな

どその責任が重くなっている。さらに、

理事の行為の差止請求や監事の理事会

への出席など監事に関する権利義務関

係も法律により明確化され、状況は大き

く変化していることから、会計管理者が

各種団体の監事等に就任することは避

けるべきであると考える。 

会計管理者が各種団体の監事等とし

て就任することは、個人として就任して

いるのであり、法的には何ら問題がある

ものではないが、前述のことを踏まえ、

会計管理者が公益法人等の各種団体の

監事等に就任することについては避け

るよう見直しを強く望むものである。 

なお、このことは生涯学習課だけの問

題ではなく、全庁的に取組する必要性が

あることを認識されたい。 

 

 


